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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投影光学系の像面側に配置された基板に対して前記投影光学系と液体とを介して前記基
板を露光する露光装置であって、 
　前記投影光学系下に液体を供給する液体供給部材と、
　前記投影光学系の像面側に配置され、光が照射される計測部材と、
　前記計測部材に対して紫外光を照射して前記計測部材を光洗浄する紫外光照射装置と、
を備えることを特徴とする露光装置。
【請求項２】
　前記計測部材は、照射された前記紫外光により前記液体に対して親液性となることを特
徴とする請求項１に記載の露光装置。
【請求項３】
　前記計測部材は、光透過部を有する光学部材と、前記光学部材を介して前記投影光学系
を通過した光を受光する受光器とを含み、
　前記紫外光照射装置からの前記紫外光は、前記光学部材の液体接触面に照射されること
を特徴とする請求項１又は２に記載の露光装置。
【請求項４】
　前記光透過部を含む領域が前記紫外光により親液化され、その周囲を囲む領域が撥液化
されていることを特徴とする請求項３記載の露光装置。 
【請求項５】
　前記投影光学系の液体接触面に前記紫外線照射装置からの前記紫外光が照射されること
を特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の露光装置。 
【請求項６】
　前記紫外光照射装置は前記紫外光の照射を定期的に行うことを特徴とする請求項１～５
のいずれか一項に記載の露光装置。
【請求項７】
　前記計測部材は、前記投影光学系の結像特性の計測を行なうことを特徴とする請求項１
～６のいずれか一項に記載の露光装置。
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【請求項８】
　前記光を射出する露光用光源を有し、前記紫外光照射装置は前記露光用光源と兼用され
ていることを特徴とする請求項請求項１～７のいずれか一項に記載の露光装置。 
【請求項９】
　前記投影光学系を介して、該投影光学系下に供給された液体中の気泡を検出する気泡検
出装置をさらに備えたことを特徴とする請求項１～８のいずれか一項記載の露光装置。 
【請求項１０】
　投影光学系の像面側に配置された基板に対して前記投影光学系と液体とを介して前記基
板を露光する露光方法であって、 
　前記投影光学系下に液体を供給し、
　前記投影光学系の像面側に配置された計測部材に対して光を照射し、
　前記計測部材による計測結果に基づいて前記基板を露光し、
　前記計測部材に対して紫外線照射装置を用いて紫外光を照射して光洗浄することを含む
露光方法。
【請求項１１】
　前記計測部材は、照射された前記紫外光により前記液体に対して親液性となることを特
徴とする請求項１０に記載の露光方法。
【請求項１２】
　前記計測部材は、光透過部を有する光学部材と、前記光学部材を介して前記投影光学系
を通過した光を受光する受光器とを備え、
　前記紫外光は、前記光学部材の液体接触面に照射されることを特徴とする請求項１０又
は１１に記載の露光方法。
【請求項１３】
　前記光透過部を含む領域が前記紫外光により親液化され、その周囲を囲む領域が撥液化
されていることを特徴とする請求項１２に記載の露光方法。
【請求項１４】
　前記投影光学系の液体接触面に前記紫外線照射装置からの前記紫外光が照射されること
を特徴とする請求項１０～１３のいずれか一項に記載の露光方法。
【請求項１５】
　前記紫外光の照射を定期的に行うことを特徴とする請求項１０～１４のいずれか一項に
記載の露光方法。
【請求項１６】
　前記計測部材は、前記投影光学系の結像特性の計測を行なうことを特徴とする請求項１
０～１５のいずれか一項に記載の露光方法。
【請求項１７】
　請求項１～請求項９のいずれか一項記載の露光装置を用いてデバイスを製造することを
特徴とするデバイス製造方法。
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